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令和３年度 健康福祉部の主要施策について

医
　

療

高度 専門医療 地域医療 充実 向  
医療提供体制 強化 医療従事者 養成

三次救急医療提供体制 充実 新規 
     秋田大学医学部附属病院に設置する高度救命救急センターの運営に対する支援と
     県北地域における地域救命救急センターの整備に向けた取組

医療連携           強化 拡充 
     あきたハートフルネットの安定的な運用や参加医療機関の拡大のための支援

総合診療医 養成 新規  
     秋田大学総合診療医センターと連携した総合的な診療能力を持つ医師の養成

     医療 促進 新規 
    がんゲノム医療拠点病院を目指す秋田大学医学部附属病院の体制整備に対する支援

◎「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づく取組

自
殺
予
防

 民 学 官  連携 一層強化  
新たな事業展開による自殺予防対策の推進

「秋田大学自殺予防センター（仮称）」との連携による取組の強化【新規】
 　　 ・ ＳＮＳを活用した高齢者支援
      ・ 勤労者の心身の健康に関するＷｅｂアンケートの実施
      ・ 県内で自殺対策を行っている民間ボランティアが新型コロナウイルスから受けた影響の調査
      ・ ＳＯＳの出し方講座の講師となる学生の育成と高校生に対する講座の実施
      ・ 自殺未遂の救急患者への対応訓練を目的とした研修会の実施

健康寿命日本一に向けた栄養・食生活の改善と
介護予防 重度化防止 取組 推進

｢秋田スタイル健康な食事｣の推進【拡充】
　　　「健康な食事」メニュー認証制度の周知や飲食店に対する支援

県民 食意識 向上 新規 
　　　「新・減塩音頭」の製作・普及等を通した県民の減塩に対する意識啓発

介護予防 重度化防止 取組 推進
　　通いの場における多様なプログラムの実施に向けた支援

健(検)診受診率 向上 新規 
　　かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師・薬局等からの健(検)診受診勧奨

健　　　　　
　

康

生活上の困難を抱える人に対する支援の充実と
それを支える人材の確保や環境の整備のための取組の推進

福　　　　　
　

祉

介護     ＩＣＴ機器 利用促進 拡充 
　　介護従事者の負担軽減等のための介護ロボットやＩＣＴを活用した機器の導入支援

認知症支援の充実
　　住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域で支える体制を強化

障害者に対する差別の解消【拡充】
　　パラリンピックの開催による障害者への関心の高まりを契機とした
　　障害者への理解の促進に向けた啓発

ひきこもりに関する支援の強化【拡充】
　　ひきこもり相談支援センター等と連携したひきこもり支援のモデル事業の実施、
　　ひきこもりに関する理解の促進や相談窓口の周知のための情報発信

依存症に対する支援の充実
　　自助グループ等の活動支援や地域における相談機関等との連携強化

複雑な事情を抱える子どもへの支援と
妊娠や出産、子育て等に関する相談支援の充実

新複合化相談施設の着工【拡充】
　　令和５年度開設に向けた建設工事への着手と準備作業の本格化

子どもの貧困対策の推進【拡充】
　　子どもの貧困に対する理解の促進や、支援団体のネットワーク化支援

社会的養護の体制整備【新規】
　　ファミリーホームの養育者の負担軽減に向けた支援や
　　ケアニーズの高い子どもの養育体制の整備

児童虐待  対応力 強化 拡充 
　　児童福祉司や児童心理司の増員

若年世代等 ＳＮＳ相談支援 拡充 
　　若年妊産婦等が気軽にＳＮＳで相談できる専用窓口の開設や、
　　産科同行支援

特定不妊治療支援 拡充 拡充 
　　国の制度拡充を踏まえた特定不妊治療費助成の拡充

子
ど
も

 ◎新型       感染症 係 医療提供体制 確保 向  取組
  ＰＣＲ等検査の体制維持・
    拡大
        ・検体採取施設の体制支援
        ・ＰＣＲ等検査機器の整備

  感染症患者受入医療機関等 
   　おける医療提供体制 確保
        ・入院病床や宿泊療養施設の確保
        ・医療機関における陰圧化等の施設整備

  介護・福祉サービス提供体制の確保
        ・感染症発生時のかかり増し経費等に対する
 　　　　支援
        ・応援職員の派遣

  医療 福祉施設 連携体制 確保
        ・感染症対策医療チームの派遣
        ・医療・福祉施設間の相互職員派遣体制の
          構築

  ワクチン接種体制の整備
        ・関係機関との調整及び市町村支援
        ・医療従事者等への接種体制の確保               
        ・専門的相談体制の確保

健康福祉部
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事 業 概 要

福 祉 政 策 課

事 業 名 内 容

新複合化相談施設整備 １ 事業目的

事業 中央児童相談所、女性相談所（陽光園を含む）、福祉相談

センター及び精神保健福祉センターについて、老朽化した施

３５６，１４１千円 設の更新や一時保護に係る生活環境の改善、各施設の連携に

よる相談機能の向上等を図ることを目的に、これらの施設を

○国 ７４，２４０ 複合化した新たな福祉相談施設を整備する。

○債 ２４３，２００

○一 ３８，７０１ ２ 事業費の内訳

（１）建築工事費 ３４５，７８２千円

（２）委託料 ６，１５２千円

（３）事務費 ４，２０７千円

※Ｒ３・４年度 継続費

継続費設定額 １，６８１，９３１千円

Ｒ３年度 ３５６，１４１千円

Ｒ４年度 １，３２５，７９０千円

３ 今後のスケジュール

公舎解体 Ｒ２年６月 ～ Ｒ３年６月（財産活用課）

本体工事 Ｒ３年10月 ～ Ｒ４年11月

外構工事 Ｒ４年９月 ～ Ｒ５年３月

供用開始 Ｒ５年４月
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新複合化相談施設の概要

老朽化した施設の更新など設備面の課題に対応 ＋ 各施設の連携による相談機能の向上

施設を複合化し、新たな総合福祉相談施設を設置

新複合化相談施設について
相談施設の現状と課題

 女性相談所（陽光園を含む）

（Ｓ５２築、敷地面積１，０５９㎡、建物延面積８９４㎡）

・施設の老朽化 築４3年で老朽化が進行

・一時保護環境の改善 バリアフリー化されておらず、高齢入所者等に支障

・相談内容の多様化 児童と女性の双方に係る事案が増加

 中央児童相談所

（Ｓ４８築、敷地面積７，６３９㎡、建物延面積１，４０５㎡）

・施設の老朽化 築４7年で老朽化が進行、執務室が手狭

・一時保護環境の改善 居室が狭小、個室対応が困難

・発達障害児の増加 精神保健分野との連携を要する事案が増加

 福祉相談センター 及び  精神保健福祉センター

（ Ｈ１７、 Ｈ２０移設、明徳館ビル内、建物延面積８８９㎡）

・執務室が手狭 ひきこもり相談や自殺相談対応など業務が増大

・駐車場の不備 相談者の駐車スペースが不足

・複合的な悩み相談 専門分野を跨ぐものが多い

福 祉 政 策 課

【主な整備内容】

１ 管理棟（北西側）

○総合受付、待合ロビー、待合室

○事務室(全面ＯＡフロア、トップライト採光、

所長室・電話相談室を独立設置)

○相談室８(避難通路)、会議室２(移動間仕切壁

で１室)、家族相談室、ＤＶ相談室

○その他（補装具型取室、耳鼻科整形外科診療室、

心理判定室５、箱庭療法室、プレイルーム）

２ 居住棟（南東側）

◆児童エリア

○居室（男女とも個室(６畳)３室(２人利用可)、

２人部屋(８畳)４室、計22名定員）

○児童ホール（約100㎡、小体育館）、心理療法室、

病児保護室・保健室、学習室

○屋外運動場（約530㎡、建物に囲まれて配置）

◆女性エリア

○居室（10畳３室、８畳６室）

○心理療法室、作業室、娯楽室、学習室

【事業費】

総額 ２，４１０百万円

（内訳）

○基本・実施設計 ７６百万円

○地質調査 １４百万円

○建設工事 １，６４７百万円

○設計・工事管理 ２９百万円

○公舎解体工事 ６３８百万円

○事務費 ６百万円

【整備スケジュール】

○基本設計：Ｒ元年度

○地質調査：Ｒ元年度 ～ Ｒ２年度

○実施設計：Ｒ２年度

○公舎解体：Ｒ２年６月 ～ Ｒ３年６月

○本体工事：Ｒ３年10月 ～ Ｒ４年11月

○外構工事：Ｒ４年９月 ～ Ｒ５年３月

○供用開始：Ｒ５年４月

【施設の概要】

場 所：秋田市手形住吉町（手形職員公舎跡地）

面 積：敷地面積:6,248㎡、延床面積:3,096㎡

駐車場：駐車台数74台（うち障害者用３台）

【主な特徴】

○一時保護児童の状態に応じたきめ細かな処遇

を行うため、男女各３室の個室を新設

○一時保護児童のプライバシーに配慮し、建物

で囲む形で屋外運動場を配置

○濃厚接触者等にも対応できるように一時保護

エリアの一部を他と遮断できるように整備

○危険防止やプライバシー保護に配慮し、ＤＶ

相談者専用の出入口と相談室を整備

○バリアフリーに配慮し、段差のない構造にす

るとともに、エレベーターを整備

○相談対応を行う職員の安全確保のため、相談

室に隣接した緊急避難通路を整備
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事 業 概 要

地域・家庭福祉課

事 業 名 内 容

家庭養護推進体制整備 １ 事業目的

事業 要保護児童の里親委託を一層推進するため、里親養育を包

括的に支援する体制を整備し、里親の新規開拓から里子の自

１９,０８４千円 立までを一貫して支援する。

○国 １１,４３６ ２ 実施主体 県

○一 ７,６４８

３ 事業内容

（１）里親委託推進事業 １４,７２４千円

①フォスタリング機関事業 １３,８８５千円

・乳児院及び全児童養護施設を里親支援機関に指定し、

里親制度の普及啓発、里親研修、マッチング、アフタ

ーフォローなど、里親養育を包括的に支援する。

②里親会が実施する事業への支援 ２５０千円

・秋田県里親連合会で実施する里親制度の普及啓発や、

ふれあい交流会の開催等の取組に対し助成する。

③専門里親の養成支援 ５８９千円

・虐待等により心身に被害を受けた子どもの養育など、

専門的な能力を必要とする里親を養成するため、登録

希望者の認定研修受講等に必要な旅費を支援する。

（２）○新ファミリーホーム支援事業 ４,３６０千円

・ファミリーホーム養育者の負担軽減を図るため、養育

補助者を配置するための費用を助成する。

補助先 ファミリーホーム（２か所）

補助率 １０／１０（国１／２、県１／２）

限度額 ２０万円／月

○ファミリーホーム

養育者と養育補助者２人の合計３人以上で、定員５～

６人の子どもを養育する。

○里親

夫婦又は単身で、１～４人の子どもを養育する。
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事 業 概 要

地域・家庭福祉課

事 業 名 内 容

子どもの未来応援地域 １ 事業目的

ネットワーク形成支援 全ての子どもたちが生まれ育った環境によって左右される

事業 ことなく、貧困等の困難な状況にあっても教育を受ける機会

や進路選択の機会均等が保障され、将来に夢や希望を持って

６，２２７千円 健やかに成長することができる地域社会の形成に向け、子ど

もの貧困対策を総合的に推進する。

○国 ３，０３９

○一 ３，１８８ ２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業

５，７５９千円

中学生や高校中退者等を対象に、進学に向けた基礎学力

や学習習慣を身に付けさせるための学習支援を実施する。

・対 象 者 町村部に居住する中学生及び高校中退者等

（教育庁事業「地域未来塾事業」を通年実

施する小坂町、八峰町、東成瀬村を除く）

・実施形態

集合型 公民館等を会場に、集まった子どもたちに

学習支援を行う

（対象）要保護世帯、準要保護世帯、ひと

り親世帯の中学生・高校中退者等

訪問型 個別に家庭訪問し１対１で学習支援を行う

（対象）要保護世帯、準要保護世帯、ひと

り親世帯の中学３年生・高校中退

者等
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（２）ひとり親等生活困窮者に対する家計相談支援事業

３２１千円

子どもの教育資金の計画的な準備方法など、家計の見直

しを支援するため、専門家（ファイナンシャルプランナー）

が家庭訪問等により家計相談に応じる。

また、対象者を早期に発見するとともに家計見直し効果

を広く周知するための出張相談会を開催する。

①対 象 者 町村部の生活困窮世帯

②実施形態

・個 別 相 談

家庭訪問等による個別家計相談

・出張相談会

県内２か所（県北、県南を想定）、各１回開催

住民向け家計講座を実施し、個別相談に展開

（３）子どもの未来応援地域力促進事業 １４７千円

地域住民の会合等に貧困対策の取組を実践している講師

を派遣し、地域における身近な問題として貧困問題への理

解を深め、具体的な住民主体の取組につなげる。

・講 師 派 遣 ５か所

・助言者派遣 ２か所
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事 業 概 要

地域・家庭福祉課

事 業 名 内 容

生活保護費 １ 事業目的

「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

１，６４３，７７０千円 並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律」に基づき、生活に困窮する者に対し、そ

の困窮の程度に応じて必要な保護及び支援を行う。

○国 １，１３７，８８２

○諸 １ ２ 実施主体

○一 ５０５，８８７ 県（県は町村の事務を行う。）

３ 事業内容

（１）保護施設事務費負担金 ４８，６０４千円

・補助対象 保護施設

・対象経費 県が入所措置した要保護者が入所等して

いる施設の運営費

・負 担 率 国３／４、県１／４

（２）市保護費負担金 １１９，０４０千円

・補助対象 市

・対象経費 住所がない又は不明等の要保護者に対し

て、市が支弁した保護費等

・負 担 率 国３／４（直接補助）、県１／４

（３）扶助費 １，４６８，５３６千円

・内 容 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、

医療扶助 等

・負 担 率 国３／４、県１／４

（４）医療等審査費 ７，５９０千円

・委 託 先

社会保険診療報酬支払基金秋田支部

秋田県国民健康保険団体連合会

・対象経費

診療報酬明細書の審査事務費及び医療費の医療機関

への支払い事務費

介護報酬明細書の審査事務費及び介護費の介護機関

への支払い事務費 等
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

地域でつなぐ認知症支 １ 事業目的

援推進事業 増加が見込まれる認知症の人とその家族が、安心して、安

全に、幸せに住み慣れた地域で暮らしていくことができるよ

５１，１７４千円 う、地域で支える体制を強化する。

○国 １８，６８４ ２ 事業内容

○入 １３，０８６ （１）医療支援体制連携強化事業 ３８，９４５千円

○一 １９，４０４ ①認知症疾患医療センター運営費

・委 託 先 市立秋田総合病院など９医療機関

［地域医療介護総合確 ②○新認知症疾患医療センター連絡会議研修会

保基金］ 認知症疾患医療センターの医師及び職員を対象に、セ

ンターの運営や活動を充実させるための研修を実施

③医療支援体制連携事業

・かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護職員等の対応

力向上研修及びサポート医フォローアップ研修の実施

委 託 先 （一社）秋田県医師会ほか

・サポート医養成研修への派遣

④若年性認知症支援推進事業

・若年性認知症支援コーディネーターの配置

配 置 先 県立リハビリテーション・精神医療セン

ター

（２）介護・福祉支援体制連携強化事業 ５，９５３千円

①介護支援体制連携強化事業

・認知症対応型サービス事業管理者等研修の実施

委 託 先 （福）秋田県社会福祉協議会

・介護指導者養成研修等への派遣

②福祉支援体制連携強化事業

・認知症初期集中支援チーム員研修及び認知症地域支援

推進員研修の受講料を負担

（３）地域支援体制連携強化事業 ６，２７６千円

①認知症施策推進ネットワーク事業

・ネットワーク会議の開催

構 成 員 県医師会、認知症疾患医療センター、家

族の会、介護施設等の代表者 計１６名

・認知症施策推進担当者等研修会の開催
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②認知症サポーター養成事業

・認知症サポーター養成講座の開催（地域振興局単位）

・キャラバン・メイト養成講座の開催

・先進事例の紹介等によるチームオレンジの取組推進

・オレンジ・チューター養成研修への派遣

・チームオレンジコーディネーター研修の開催

○認知症サポーター

認知症に対する正しい知識を持って、認知症の人や家族を応援する者。（養成講座受講）

○キャラバン・メイト

認知症サポーター養成講座の講師。（養成講座受講）

○チームオレンジ

ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の

人や家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み。

○オレンジ・チューター

チームオレンジのメンバー等に対する研修を担う人。国が委託実施する研修を受講

し、チームオレンジに関する知識や支援技術を学ぶ。

○チームオレンジコーディネーター

チームオレンジの立ち上げや運営支援のほか、関係機関等との連携体制構築など、

チームオレンジの中心的な役割を担う者。（市町村が配置）

③認知症普及啓発事業

・街頭キャンペーンの実施

開催時期 ９月（世界アルツハイマー月間）

内 容 認知症の人と家族の会と連携した啓発活

動（リーフレットの配布等）

④権利擁護利用促進事業

・市町村が行う市民後見人推進事業に対する補助

対象経費 後見人養成講座、後見業務支援、後見支

援センター運営経費等

交 付 先 横手市、湯沢市、羽後町

⑤地域包括ケア連携・人材育成推進事業

・市町村が行う介護予防事業等への専門職の参画を促進

するため、人材育成、多職種連携の強化に資する研修

の経費を補助

交 付 先 秋田県リハビリテーション専門職協議会

⑥認知症の予防に資する事業

・認知症予防部会の開催

内 容 認知症予防に資する活動への県民の積極

的な参加促進、認知症の発症遅延や発症

リスクの低減につながる手法等を検討

・認知症地域支援推進員研修会

内 容 認知症の予防に資する活動と早期発見に

向けた「もの忘れチェック」の紹介

・本人発信に向けた環境づくり

認知症カフェを訪問し、認知症の人や家族へのイン

タビューを実施
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

元気で明るい長寿社会 １ 事業目的

づくり事業 高齢者が元気で充実した生活を送れるよう、生きがいづく

りと健康づくりを推進するとともに、各市町村等による自立

４１，１３９千円 支援・介護予防等の取組に対し支援を行う。

○国 ７，７１６ ２ 事業内容

○入 ４２２ （１）高齢者元気アップ支援事業 １７，７５５千円

○諸 ７，９２９ 高齢者の社会参加の機運を高め、継続してスポーツや文

○一 ２５，０７２ 化活動に取り組めるよう支援を行う。

・補助先 （福）秋田県社会福祉協議会

［地域医療介護総合確 ・補助率 １０／１０

保基金］ ①県版ねんりんピック開催事業

スポーツ交流大会（１７種目）への開催費補助

②全国健康福祉祭（ねんりんピック）選手派遣事業

全国大会（岐阜県）への派遣に係る経費補助

③福祉・文化のつどい開催事業

美術展やシニア活動紹介、講演会等への開催費補助

（２）新しい総合事業の取組支援事業 ８，６９９千円

多職種協働による自立支援・介護予防に向けた地域ケア

会議等の取組を推進するなど、各市町村の保険者機能の強

化を支援する。

①包括的支援事業推進事業

権利擁護相談会、虐待に関する研修会の開催

・委託先 （福）秋田県社会福祉協議会

②保険者機能強化推進事業

各市町村の自立支援型地域ケア会議導入への支援及び

生活支援コーディネーターの資質向上のための支援

・委託先 （福）秋田県社会福祉協議会

・内 容 ・自立支援・介護予防普及トップセミナー

の開催（県内１か所）

・自立支援型地域ケア会議導入・実践研修

会の開催（司会者編（１回）・専門職編

（２回）・事業所編（３回））

・自立支援・重度化防止普及アドバイザー

養成研修の開催（養成研修・フォローア

ップ研修各１回）

・生活支援コーディネーター活動支援研修

会の開催
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③地域包括支援センター機能強化推進事業

初任者の資質向上のための基礎研修会開催への支援

・補助先 秋田県地域包括・在宅介護支援センター協

議会

・補助率 １０／１０

（３）高齢者ほっと安心相談事業 １４，６８５千円

高齢者総合相談・生活支援センターの運営

・委託先 （福）秋田県社会福祉協議会
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

老人福祉施設等環境整 １ 事業目的

備事業 在宅生活が困難な高齢者の身体的、精神的な健康の維持及

び向上を図るため、特別養護老人ホーム等の整備を支援する。

６０９，７４５千円

２ 実施主体 社会福祉法人等

○債 ５６８，９００

○一 ４０，８４５ ３ 事業内容

（１）（福）のしろ汐風会 ２３７，８６０千円

・施 設 種 別 特別養護老人ホーム

・建設予定地 能代市元町

・整 備 区 分 創設

・定 員 １００人

（ユニット型３６人、従来型６４人）

＊２か年事業 令和２年度 ５２，２１２千円

３年度 ２３７，８６０千円

（２）（福）水交苑 １９５，９７５千円

・施 設 種 別 特別養護老人ホーム

・建設予定地 大館市字下綱

・整 備 区 分 移転改築

・定 員 １００人（従来型）

＊２か年事業 令和３年度 １９５，９７５千円

４年度 １０５，５２５千円

（３）（福）大仙ふくし会 ７５，３９０千円

・施 設 種 別 特別養護老人ホーム

・建設予定地 大仙市神宮寺字本郷道南

・整 備 区 分 増築

・定 員 増床３０人（従来型）※既存施設５４床

（４）大仙美郷介護福祉組合 １００，５２０千円

・施 設 種 別 特別養護老人ホーム

・建設予定地 大仙市板見内字一ツ森

・整 備 区 分 増築

・定 員 増床４０床（従来型）※既存施設６５床

４ 補助単価

[ユニット型] ３，５９０千円／人

[ 従 来 型 ] ２，５１３千円／人
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

地域介護福祉施設等整 １ 事業目的

備事業 「市町村介護保険事業計画」及び「県介護保険事業支援計

画」に基づき、各地域において必要な地域密着型サービスを

５９６，２２５千円 提供する施設等の整備及び施設の円滑な開設を促進するた

め、必要な経費について支援する。

○入 ５９６，２２５

２ 実施主体 市町村、社会福祉法人等

［地域医療介護総合確

保基金］ ３ 事業内容

（１）地域密着型サービス施設等整備事業

１６５，０６８千円

①地域密着型サービス施設等の創設に係る整備

住み慣れた地域で安心して暮らすため、住民のニーズ

に対応したサービスを提供する施設等の整備に要する経

費を補助。

②空き家を活用した整備

既存建物を改修して、地域密着型サービス事業所を整

備する経費を補助。

③介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・

耐震化改修

老朽化した広域型施設の修繕を行うため、介護施設等

を創設することを条件に、大規模修繕または耐震化に要

する経費を補助。

所在地 施設種別 事業者 定員
補助額

（千円）

大館市 介護老人保健施設 (福)成寿会 100 112,800

所在地 施設種別 事業者 定員
補助額

（千円）

能代市 施設内保育施設 (福)のしろ汐風会 16 9,758

仙北市 グループホーム 笑んむすび(株) 9 33,600

所在地 施設種別 事業者 定員
補助額

（千円）

大仙市 グループホーム グリーンステージ(有) 9 8,910
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（２）介護施設開設準備経費等支援事業

２８３，７８５千円

①介護施設等の開設等前準備経費

介護保険施設等において開設時から質の高いサービス

が提供できるよう、職員研修の開催、備品購入等に要す

る経費を補助する。

②大規模修繕時の介護ロボット・ICTの導入支援

介護施設等において、大規模修繕する際に、介護ロボ

ット等を導入するために必要な経費を補助する。

③介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援

住民の介護予防・健康づくりや防災に対する意識を造

成するために必要な備品購入費や、出前授業を行う消防

団員や災害拠点病院等の講師謝金等に対して補助する。

所在地 施設種別 事業者
補助
対象
床数

補助額
（千円）

介護老人保健施設 (福)あけぼの会 100 42,000

グループホーム グリーンステージ(有) 9 3,780

グループホーム 18 7,560

有料老人ホーム 16 6,720

小規模多機能型
居宅介護事業所

9 3,780

横手市 有料老人ホーム (株)JAWA秋田 44 18,480

大仙市

(有)福寿

所在地 施設種別 事業者 定員
補助額

（千円）

秋田市 介護予防拠点
川元地域包括支援
センター社協

－ 100

所在地 施設種別 事業者
補助
対象
床数

補助額
（千円）

特別養護老人ホーム
及び併設の短期入所

108 90,612

施設内保育施設 16 4,200

八峰町 有料老人ホーム
(有)エルアイズ
コーポレーション

10 8,390

特別養護老人ホーム (福)大仙ふくし会 30 25,170

特別養護老人ホーム 大仙美郷介護福祉組合 40 33,560

グループホーム グリーンステージ(有) 9 7,551

仙北市 グループホーム 笑んむすび(株) 9 7,551

湯沢市 有料老人ホーム (株)インテグレート 29 24,331

能代市 (福)のしろ汐風会

大仙市

令和３年第１回定例会（２月議会）

福祉環境分科会提出資料（当初予算・議案関係）差替
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（３）特別養護老人ホーム等空間整備事業

３７，３７２千円

①特別養護老人ホーム併設のショートステイ用居室（多床

室）のプライバシー保護のための改修

利用者の居住環境の質を向上させるために、プライバ

シー保護のための改修費用を補助。

②介護施設等の看取り環境の整備

看取り対応及び家族等の宿泊のための個室の確保を目

的として行う施設の改修等の整備に要する経費を補助。

所在地 施設種別 事業者
補助
対象
床数

補助額
（千円）

秋田市
特別養護老人ホーム
併設の短期入所

(福)はまなす会 8 5,872

所在地 施設種別 事業者 定員
補助額

（千円）

八峰町 グループホーム
(有)エルアイズ
コーポレーション

9 3,500

介護老人保健施設 (福)愛染会 100 3,500

介護老人保健施設 (福)豊生会 100 3,500

特別養護老人ホーム (福)新成会 50 3,500

グループホーム 18 3,500

有料老人ホーム 16 3,500

小規模多機能型
居宅介護事業所

9 3,500

美郷町 特別養護老人ホーム 大仙美郷介護福祉組合 67 3,500

羽後町
小規模多機能型
居宅介護事業所

(有)モコ 9 3,500

秋田市

大仙市 (有)福寿
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（４）○新介護職員の宿舎施設整備事業

１１０，０００千円

介護人材を確保するため、事業者が当該介護施設に勤務

する職員の宿舎を整備するための費用の一部を助成する。

・補助率 １／３（国２／９、県１／９）

所在地 施設種別 事業者
総事業費
(概算)

補助額
（千円）

能代市 特別養護老人ホーム (福)のしろ汐風会 30,000 10,000

特別養護老人ホーム 10,000 3,333

特別養護老人ホーム 20,000 6,667

潟上市 介護老人保健施設 (医)正和会 240,000 80,000

横手市
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

(株)JAWA秋田 30,000 10,000

八峰町 (福)八森峰浜ふくし会
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

介護人材確保対策事業 １ 事業目的

介護ニーズの拡大と生産年齢人口の減少により、深刻な人

１５０，３５０千円 手不足が懸念される介護人材を確保するため、多様な人材の

参入促進と介護従事者の職場定着を支援する。

○入 １５０，３２３

○諸 ２７ ２ 事業内容

【サービス基盤の整備】

［地域医療介護総合確 （１）介護サービス事業所認証評価事業 ３１，５７２千円

保基金］ 介護従事者の処遇改善や人材育成等を積極的に実施する

介護サービス事業者（所）の取組を評価・認証し、サービ

ス基盤の整備を促進する。

①認証評価制度参加事業所支援

基礎・専門セミナー、個別相談会の開催などにより、

認証を目指す事業者を支援する。

②認証評価制度の普及・啓発

地元紙面を活用し、認証評価制度及び介護の魅力をＰ

Ｒすることにより、認証事業者のモチベーションを高め

るとともに、「介護」のイメージ向上を図る。

【多様な人材の参入促進】

（２）介護人材確保対策事業 ２９，８９８千円

専任職員４名を配置し、介護分野の求職者の掘り起こし

を強化するとともに、求人・求職に係るマッチングを推進

することにより、新規就労及び職場定着を支援する。

①介護従事者新規就労支援

介護未経験者に対し基礎講習会・実務訓練を実施する。

②介護職応援ウェブサイトの運営

③介護人材定着促進

専門アドバイザーの派遣により職場環境等を改善する。

④介護人材確保対策セミナーの開催

新人の離職防止を図るため、実務指導や職場生活上の

相談・助言役となるサポート職員の養成を進める。
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（３）地域住民に対する介護の仕事の理解促進事業

１，３０１千円

介護の仕事と魅力を紹介するため、地域住民を対象とす

る介護体験等のセミナーや、県内の中学・高校生等に対し

介護の仕事を紹介する出前講座を実施する。

・補 助 先 （一社）秋田県介護福祉士会、秋田看護福

祉大学、日本赤十字秋田短期大学

（４）介護の職場体験事業 ５，１０１千円

中学・高校生等を対象に介護施設等での職場体験の機会

を提供することにより、介護の仕事に対する理解を深め、

介護職が職業選択の一つとなるような意識付けを図る。

（５）学校連携による介護の仕事の魅力発見事業

３，０４２千円

中学校や高校において介護ロボットの操作体験会を開催

し、生徒・教員等の介護の仕事のイメージ向上を図る。

・内 容 介護ロボット導入事業者からの事例発表、

ロボットの展示、見学、体験

（６）介護職入門研修等開催事業 ４，２８７千円

中高年齢者や主婦層などを対象に介護の職場や仕事への

理解を深めるための研修・体験を実施し、介護未経験者の

介護職場への参入を促進するほか、介護助手の効果的な活

用方法を学ぶためのセミナーを開催する。

①介護の入門教室

・内 容 講義研修、施設体験、報告・交流会

②介護助手活用促進セミナー

・内 容 講演、活用事例発表

【労働環境・処遇の改善】

（７）介護ロボット等導入推進支援事業 ７０，３８７千円

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化に資する

介護ロボット・ＩＣＴの導入を推進し、職場定着を支援す

る。

①介護ロボット等導入支援補助金

ⅰ）補 助 先 介護サービス事業者

ⅱ）補助対象 移乗、移動、排泄、見守り、入浴支援等

のロボット、ＩＣＴを活用した機器 等

ⅲ）補 助 率 １／２
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ⅳ）補助上限額

・介護ロボット（移乗・入浴支援機器）

１，０００千円／台

・上記以外の介護ロボット ３００千円／台

・見守り支援機器導入に伴う通信環境整備

３，０００千円

・ＩＣＴ導入（事業所規模に応じて）

１，０００千円～２，６００千円

※１事業所当たり補助上限額 ３，０００千円

②介護ロボット等普及啓発事業

介護ロボットの導入促進に向けた見学・体験会を開催

するとともに、県内導入事業者からの事例発表を行う。

（８）介護事業所内保育所運営支援事業 １，８８４千円

介護従事者の職場定着を促進するため、介護保険施設・

事業所内保育所の運営に要する経費を助成する。

・補 助 先 鹿角微笑苑（特別養護老人ホーム）

・補 助 率 ２／３

【外国人材の受入環境整備】

（９）外国人等介護従事者受入環境整備事業

２，８７８千円

外国人等介護従事者の受入れに係るセミナーの実施や技

能実習生等の日本語学習に係る経費について支援を行うな

ど、介護人材の確保及び中長期的な外国人材の受入れに向

けた環境づくりを促進する。

①外国人材受入セミナーの開催

・内 容 外国人介護人材の受入れに関する制度や手

続きに係る情報提供、受入事例の発表

②県内在住外国人（永住者・定住者等）を対象とした介護

の入門研修及び職場体験の実施

・内 容 講義研修、施設体験、報告・交流会

③外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金

・補 助 先 介護サービス事業者

・補助対象 日本語学習支援経費、異文化理解に係る交

流会開催経費 等

・補 助 率 ２／３

（１事業所当たり補助上限２００千円）
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事 業 概 要

国保・医療指導室

事 業 名 内 容

福祉医療費等助成事業 １ 事業目的

県内に居住する乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児童、

高齢身体障害者、重度心身障害（児）者の心身の健康保持と

４，７０６，８３８千円 生活の安定を図るため、医療費の自己負担分等に対し、助成

を行う。

○一 ４，７０６，８３８

２ 事業内容

（１）福祉医療費補助金 ４，３０１，８９０千円

医療費の自己負担額の全部又は一部を支給する市町村の

事業に対して補助する。

①実施主体 市町村（補助率 １／２）

②内 訳

区分 受給者数(人) 所要額(千円)

乳幼児・小中学生 ８１,３４４ １,００２,９７９

ひとり親家庭の児童 １６,９１９ ２０７,０５９

高齢身体障害者 １５,４９７ ６４２,９５９

重度心身障害(児)者 ４５,０９５ ２,４４８,８９３

計 １５８,８５５ ４,３０１,８９０

（２）福祉医療費支給事務費補助金 ６２，８３７千円

福祉医療の支給に必要な経費に対して補助する。

①実施主体 市町村（補助率 １／２）

②内 訳

・審査支払手数料 ６０，６１３千円

・受給者証の更新に必要な事務費 ２，２２４千円

（３）福祉医療基盤強化補助金 ３３９，２６１千円

福祉医療の実施に伴い国から課される市町村国保の国庫

負担金等減額措置相当額に対して補助する。

・補助対象 前年度の減額措置相当額（補助率 １／２）

（４）保険医療機関指導費補助金 ２，８５０千円

県医師会・県歯科医師会が保険医療機関に行う福祉医療

制度の周知等に要する経費に対して補助する｡

①補 助 率 １０／１０

②内 訳

・（一社）秋田県医師会 ２，０７３千円

・（一社）秋田県歯科医師会 ７７７千円
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事 業 概 要

国保・医療指導室

事 業 名 内 容

国民健康保険事業 １ 事業目的

国保財政運営の責任主体として、国保事業費納付金制度の

９５,４３４,１６８千円 運用や保険給付費等交付金の交付、市町村への支援体制の整

備等を行い、国保財政の安定化及び事業の効率化を図る。

○分 ２５，０６２，１４１

○国 ２４，６３４，１５９ ２ 事業内容

○財 ３９ （１）保険給付費等交付金 ７８，５８１，５０９千円

○入 ５，４８５，３５８ ①保険給付費等交付金（普通交付金）

○諸 ４０，２５２，４７１ 75,298,015千円

県は市町村が負担する保険給付費を全額交付し、国保

財政の安定化を図る。

②保険給付費等交付金（特別交付金） 2,836,294千円

収納対策などの市町村国保事業の運営の安定化に資す

る事業の実施状況や、その他災害等個別の事情に応じて、

交付金を交付する。

③県版保険者努力支援制度交付金 447,200千円

「健康寿命日本一」の実現に向けて、糖尿病重症化予

防対策や健診受診率向上のための事業などに積極的に取

り組んでいる市町村を支援するため、交付金を交付する。

（２）後期高齢者支援金等 １６，８３０，０５０千円

後期高齢者医療や介護保険等への納付金を負担する。

（３）国保ヘルスアップ事業 ６，０３８千円

レセプト情報や健診情報を活用した医療費分析を行い、

地域の健康課題を抽出して、市町村保健事業への助言・指

導などを行う。

（４）その他 １６，５７１千円
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医療費指数 所得指数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

1 秋田市 1.063 0.958 7,253,209,702 6,152,543,527 126,705 128,781 98.39%

2 能代市 0.990 0.972 1,318,063,039 1,071,015,791 116,620 105,723 110.31%

3 横手市 0.926 0.980 2,209,384,646 1,771,565,191 113,384 122,073 92.88%

4 大館市 0.958 0.948 1,576,490,582 1,209,357,630 105,554 112,363 93.94%

5 男鹿市 1.148 0.915 877,762,866 693,457,087 123,070 126,734 97.11%

6 湯沢市 0.892 0.876 1,065,517,988 814,519,273 101,351 108,535 93.38%

7 鹿角市 0.971 0.996 753,008,682 584,187,093 112,356 125,375 89.62%

8 由利本荘市 1.055 1.077 2,201,033,738 1,758,067,528 127,790 133,518 95.71%

9 潟上市 0.991 0.864 749,744,911 560,527,089 103,579 120,049 86.28%

10 大仙市 0.942 1.041 2,024,529,468 1,691,541,107 121,972 120,777 100.99%

11 北秋田市 0.965 0.915 722,353,806 529,782,008 101,080 112,974 89.47%

12 にかほ市 0.939 1.236 705,827,325 578,178,426 124,735 125,085 99.72%

13 仙北市 0.937 0.887 630,301,326 473,033,651 102,224 115,213 88.73%

14 小坂町 0.962 0.826 110,388,644 77,297,257 92,107 111,418 82.67%

15 上小阿仁村 1.069 1.033 78,712,374 62,119,020 127,866 107,450 119.00%

16 藤里町 1.149 1.041 103,541,956 87,522,569 132,727 141,641 93.71%

17 三種町 1.079 1.218 528,950,843 432,446,650 137,512 130,237 105.59%

18 八峰町 1.018 1.051 221,147,873 193,151,693 131,584 137,708 95.55%

19 五城目町 1.100 0.833 234,791,728 190,539,264 117,765 101,243 116.32%

20 八郎潟町 0.977 0.906 140,076,413 110,686,239 109,342 119,052 91.84%

21 井川町 1.036 0.929 119,281,101 97,344,796 121,035 117,802 102.74%

22 大潟村 0.951 4.112 456,845,614 400,067,717 282,085 237,046 119.00%

23 美郷町 0.964 1.088 534,287,537 450,059,054 127,560 115,793 110.16%

24 羽後町 0.897 0.991 388,027,660 292,240,674 106,326 117,332 90.62%

25 東成瀬村 0.870 1.045 58,863,257 47,149,997 116,550 108,279 107.64%

　　　　－ 1.000 25,062,143,079 20,328,400,331 120,099 123,033 97.62%

令和３年度分国民健康保険事業費納付金算定結果

按分指数

計

保険者名

令和３年度
事業費納付金

令和３年度
必要保険税総額

令和３年度
一人当り
国保税額
（理論値）

令和２年度
一人当り
国保税額
（実績値）

Ｅ／Ｆ
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

障害者県地域生活支援 １ 事業目的

事業 障害者総合支援法に基づき地域の特性や利用者の状況に応

じた柔軟な事業形態による事業を実施し、障害の有無にかか

１０７，９４１千円 わらず、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。

○国 ４１,９４６ ２ 実施主体 県

○諸 ５３

○一 ６５,９４２ ３ 事業内容

（１）障害者就業・生活支援センター事業

２９,３６０千円

就業や日常・社会生活で支援を必要とする障害者に対

し、関係機関と連携し、必要な指導・助言等を行う。

・委託先 （福）大館圏域ふくし会 ほか

（２）相談支援従事者研修事業 ５,０４８千円

相談支援事業所において障害者の意向に基づくサービス

の利用支援等を行う相談支援専門員の養成やスキルアップ

を図る研修を実施する。

・委託先 （福）秋田県社会福祉事業団 ほか

（３）障害者社会参加推進事業 ６０，１９７千円

手話通訳員の設置、障害者社会参加推進センターの運営、

重度障害者の割合が高い市町村に対する財政支援等を実施

する。

①手話通訳者等の養成研修及び派遣事業

②精神障害者地域生活支援広域調整等事業

③社会参加支援事業

④重度障害者に係る市町村特別支援事業

⑤身体障害者補助犬育成促進事業 など

・委託先 秋田県身体障害者福祉協会 ほか

（４）高次脳機能障害相談支援事業 ２,２１２千円

高次脳機能障害者への専門的な相談支援や病院・福祉施

設職員等を対象とした研修等を実施する。

・委託先 県立リハビリテーション・精神医療センター
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（５）障害者総合支援法研修等事業 ５,２６７千円

障害福祉サービス事業所職員等の養成に係る各種研修を

実施する。

①障害支援区分認定調査員等研修事業

②サービス管理責任者研修事業

③精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修

④強度行動障害支援者養成研修事業

・委託先 （福）秋田県社会福祉事業団 ほか

（６）障害者虐待防止対策支援事業 １,０６３千円

障害福祉サービス事業所職員等を対象とした、虐待防止

に関する研修等を実施する。

・委託先 （福）秋田県社会福祉事業団

（７）医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業

１,３７７千円

医療的ケア児等の支援を行う人材の養成に係る研修や、

保健・医療・福祉・教育などの関係機関による協議会を開

催する。

・委託先 秋田県立療育機構

（８）発達障害児者及び家族等支援事業 １,１１９千円

発達障害児者の家族等支援者を対象に、障害に関する知

識の習得や、リーダー的な支援人材の育成を行うための研

修を実施する。

・委託先 秋田県立療育機構

（９）障害分野のロボット等導入支援事業 １，８００千円

障害者支援施設等で介護ロボットや見守りセンサーなど

を導入する際の経費を助成する。

・補助対象 障害者支援施設、グループホーム ほか

・対象経費 移乗介護、入浴支援機器：１００万円以下

移動支援、排泄支援、見守り機器

：３０万円以下

・補 助 率 １０／１０（国２／３、県１／３）

（10）協議会開催経費等 ４９８千円

秋田県障がい者総合支援協議会や不服審査会の開催、市

町村自立支援協議会等に対する支援等を行う。
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

障害者総合支援法等推 １ 事業目的

進事業 障害者が社会的・経済的に自立した日常生活を営むため

の体制を整備する。

４９,６２１千円

２ 事業内容

○国 ２９,７０３ （１）障害者の働きがい支援事業 ３,９３３千円

○入 ４,６６９ ・工賃向上支援のための共同受注窓口の運営

○一 １５,２４９ ・企業と事業所とのマッチングのための商談会・セミ

ナーの開催

［地域医療介護総合確 ・農福連携セミナーの開催

保基金］ 窓 口 県内３か所（県北、中央、県南）

委託先 秋田県社会就労センター協議会

（２）重度訪問介護等利用促進支援事業

４１,０１９千円

重度訪問介護等利用者の支援のための訪問系サービス

給付額の国庫負担基準を超過する市町村に対する財政的

支援

・負担割合 国１／２、県１／４、市町村１／４

（３）介護職員等による痰吸引等研修事業

４,６６９千円

痰吸引等が必要な重度障害者等に対する安全なケアの

ための介護職員等の養成

・委 託 先 （福）秋田県社会福祉協議会

・対 象 者 介護職員等（定員３０名）
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

障害者差別解消推進事 １ 事業目的

業 県民、事業者及び障害者団体等と連携し、障害者への理解

及び社会参加を促進することで、障害を理由とする差別の解

１６,８０８千円 消を推進し共生社会の実現を図る。

○国 ６,３６２ ２ 事業内容

○一 １０,４４６

（１）障害者差別解消推進事業 ４,２１８千円

・紛争解決のため秋田県障害者差別解消調整委員会を設置

・相談対応職員の資質向上と、行政職員の理解促進のた

め研修会を開催

・専門相談機関の設置

相談窓口 月～金（弁護士相談 隔月1回）

委 託 先 (福)秋田県身体障害者福祉協会

（２）障害者理解促進事業 ４,７８２千円

①普及啓発事業

各種媒体による啓発、条例及び相談窓口等に係る周知

・地域で活躍する障害者の情報発信（テレビＣＭ）

・障害理解促進のためのハンドブックの配布、活用

②障害者理解促進事業

県民や事業者が、正しい知識と理解を深めるために出

前講座や研修会等を実施

・障害者団体と連携した小中学生向け出前講座等

委 託 先 (福)秋田県身体障害者福祉協会

・労働局等と連携した、事業者向け研修会

・各地域のニーズに応じた街頭キャンペーン実施や学

習会等の開催

（３）障害者社会参加等促進事業 ７,８０８千円

①障害者サポーター養成事業

障害及び障害者に対する正しい知識と理解を持ち、適

切な支援ができるサポーターの養成講座を開催

・実施予定 １０市町村
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②精神障害者社会参加促進事業

精神障害者の社会参加及び社会復帰の促進を図るため

の啓発事業を実施

・事業内容 研修会・学習会等の開催、啓発活動等

・委 託 先 秋田県精神保健福祉協会、ボランティア

連絡協議会、精神保健福祉会連合会

③ヘルプマーク・ヘルプカード普及推進事業

ヘルプマーク等の活用促進及び県民等への啓発

・ヘルプマーク・ヘルプカードの配布

・県民や関係団体への普及啓発及び理解促進

リーフレットの作成・配布、ＣＭ放映等

④知的障害者本人活動支援事業

知的障害者本人が自ら企画立案したレクリエーション

やボランティア活動等による地域住民との交流活動を支援

・事業内容 清掃活動､合唱及び器楽発表会等､地域住

民との意見交換会、料理体験活動等

・委 託 先 (公社)秋田県手をつなぐ育成会

⑤障害者のためのレクリエーション等開催事業

障害者の社会参加及び相互交流の促進のためのレクリ

エーション等の活動を支援

・事業内容 スポーツイベント、レクリエーションの

開催等

・委 託 先 (福)秋田県身体障害者福祉協会 ほか

⑥障害者の自立と社会参加の促進、交流機会の提供のため、

「心いきいき・芸術文化祭」を開催

・開催場所 秋田市

・時 期 １１月（予定）

・委 託 先 (福)秋田県身体障害者福祉協会
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

ひきこもり対策推進事 １ 事業目的

業 ひきこもりに特化した支援を行う「ひきこもり相談支援セ

ンター」を運営し、相談支援体制及び関係機関の連携の強化

１６,２１２千円 を図り、当事者やその家族等を支援する。

また、協力事業所（職親）の協力により社会参加機会を提

○国 ９,９３８ 供し、社会適応性の向上や生活リズムの改善を図りひきこも

○諸 ２４ り状態を解消できるよう支援する。

○一 ６,２５０

２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）ひきこもり相談支援センター運営事業

１０,６６５千円

①対 象 者 １８歳以上の当事者やその家族等

②設置場所 精神保健福祉センター内

③実施体制 ひきこもり支援コーディネーター３名

④業務内容

・電話や来所等による相談支援、巡回相談

・関係機関からなる連絡協議会の開催

・ひきこもりに関する情報発信

・支援職員等に対する研修会の実施

・当事者会及び家族会の開催

（２）社会とのつながり支援（職親）事業 ３,１１８千円

①実施体制

ひきこもり相談支援センター、地域振興局福祉環境部

②実施内容

・社会参加機会の提供やその支援（当事者と職親のマッ

チング、職親への助言）

※職親登録事業所数 ７６か所（令和２年１２月末現在）

（３）○新ひきこもり支援モデル事業 ２,４２９千円

①実施体制

ひきこもり相談支援センター、地域振興局福祉環境部、

市町村（Ｒ３は潟上市を予定）

②実施内容

・相談体制の整備

・ひきこもりに関する相談窓口周知等の情報発信

・研修等による人材育成
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

「あきた健康宣言！」 １ 事業目的

推進事業 「健康寿命日本一」を目指して、県民の健康意識の向上や

健康づくりに取り組みやすい環境を整備し、県民総ぐるみで

３０，５４９千円 健康づくり県民運動を展開する。

○国 １４，４６３ ２ 実施主体

○一 １６，０８６ 県、市町村、秋田県健康づくり県民運動推進協議会

［地方創生推進交付金］ ３ 事業内容

（１）「あきた健康宣言！」推進事業 ８，０９６千円

県民運動の基本計画である「健康秋田いきいきアクショ

ンプラン」の普及啓発など、健康づくりに取り組みやすい

環境を整備する。

①「あきた健康宣言！」周知事業 ５，８３５千円

・テレビ、ラジオ、新聞等を活用した情報発信

②秋田県健康づくり推進体制整備事業 ２，２６１千円

・「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」総会及び健

康経営部会等の開催や、ウェブサイト、ＳＮＳを活用

した協議会会員による健康づくり情報等の発信

（２）地域健康づくり人材活性化事業 １０，０２６千円

①健康長寿推進員の育成支援 ８，９２１千円

健康意識が高く、主体的に活動する人材の育成に取り

組む市町村に対する支援

・交付金による支援 １３市町村（継続１３、終了９）

対象経費 研修会、視察活動等に要する経費

補 助 率 １０／１０

補助金額 人口規模に基づく定額（上限）

・健康長寿推進員や市町村・県民を対象とした活動事例

発表交流会の開催

②健康づくり地域マスターの育成 １，１０５千円

地域における県民運動の牽引役となる健康づくり地域

マスターの任命・育成と活用の促進

・県内各地でのマスター基礎研修、専門研修の開催

・事業所等に対し、講師としてマスターを紹介・派遣

（３）健康経営普及事業 ６０８千円

秋田県版健康経営優良法人認定制度の活用を促進するた

め、認定制度や認定法人の取組を紹介するウェブページを

構築し、健康経営の普及を図る。
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（４）食からの健康応援事業 ５，８７４千円

栄養関連団体・企業等との連携により、減塩・野菜摂取

など、適切な食生活の普及啓発を図る。

①秋田スタイル健康な食事推進事業 １，９３７千円

・ウェブページや県広報等を活用したメニュー認証制度

の普及、「秋田スタイル健康な食事」定着の促進

②県民の食意識向上事業 ３，０９４千円

減塩、野菜・果物摂取に関する県民の意識向上を図る。

・○新「新・減塩音頭（仮称）」の制作、普及

・全県各地域での味噌汁塩分濃度測定会の実施

・スーパー等と連携した減塩・野菜摂取に関するキャン

ペーンの実施 等

③栄養・食生活改善に取り組む人材の育成・確保、環境整

備事業 ５８９千円

・「栄養・食生活改善推進会議」や食生活改善講座（保

健所単位）の開催 等

④食の国あきた推進事業 ２５４千円

第４期秋田県食育推進計画の進捗管理

（５）運動による健康づくり推進事業 ２６１千円

冬期間の運動不足解消のための健康づくりウォークラリ

ーを開催する。

・委託先 (株)伊徳（予定）

（６）健康ポイント導入支援事業 １４１千円

市町村による健康ポイント制度の導入を促進するため、

担当者会議の開催、講師派遣等の支援を行う。

（７）「健康な美酒王国」秋田推進事業 ４５４千円

秋田県アルコール健康障害対策推進計画に基づき、飲酒

のリスクに関する正しい知識の普及啓発、有識者会議等を

実施する。

（８）令和３年度全国食生活改善大会開催事業 ８７６千円

大会開催に伴う負担金

・主 催 （一財）日本食生活協会、県 ほか

・開 催 日 令和３年９月７日～８日

・会 場 秋田キャッスルホテル、秋田市文化会館

・参 集 者 食生活改善推進員、行政担当者等

・内 容 講演、推進員の事例発表、功労者の表彰

（９）健康づくりに関する調査事業 ４，２１３千円

健康づくりに係る各計画の進捗管理や健康寿命日本一に

向けた施策の方向性の検討に必要なデータを収集する。

・調査項目 健康状態や健康意識、運動の習慣など

・対 象 者 満２０歳以上の県内在住者（3,000人）

・委 託 先 一般競争入札で決定
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

健（検）診受診率向上 １ 事業目的

総合対策事業 健（検）診受診率の向上を図るため、受診しやすい環境の

整備など、受診促進に向けた総合的な取組を行う。

１３，６４１千円

２ 実施主体 県、市町村、健（検）診機関

○国 ４９８

○一 １３，１４３ ３ 事業内容

（１）胃がん検診助成事業 ７，２８９千円

全国と比較し胃がんの死亡率が高いことから、罹患率の

上昇する年齢層を対象に、検診（エックス線・内視鏡）の

自己負担額を無料化又は軽減するための経費を助成する。

・補 助 対 象 市町村

・対 象 年 齢 ５０、５２、５４、５６、５８歳

・補助基準額 ２,０００円

・補 助 率 １０／１０

（２）がん検診受診率向上推進事業 ５，３５３千円

次の４つのがん検診について、罹患率の上昇する年齢層

を対象に、検診の自己負担額を軽減するための経費を助成

する。

・補 助 対 象 市町村

・補 助 率 １／２

・補助基準額等

対象年齢 補助基準額

大 腸 が ん ５０～５４歳 ５００円

肺 が ん ６０～６４歳 ５００円

子宮頸がん ３０～３４歳 １，４００円

乳 が ん ４０～４４歳 １，４００円

・補 助 要 件 コール・リコールによる受診勧奨

（３）がん検診精度管理向上推進事業 １０４千円

より精度の高いがん検診を行うため、がん検診が適切に

行われているかを評価するための手法等に関する研修会を

開催する。

・対 象 市町村、検診機関の職員等

32



（４）○新「声かけあって、みんなで受診！」健（検）診受診

促進事業 ８９５千円

地域のかかりつけ医等や企業が、健（検）診未受診者に

受診を促すことにより、病気の早期発見・早期治療につな

げ、がんや生活習慣病の死亡率低減を目指す。

①かかりつけ医等による受診勧奨

・協力機関

病院・診療所 （一社）秋田県医師会

歯科 診 療所 （一社）秋田県歯科医師会

薬 局 （一社）秋田県薬剤師会

※歯科診療所・薬局は、各１０施設を予定

②がん対策推進企業等連携協定締結企業（３０社）による

顧客や取引先等に対する受診呼びかけの実施
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

「受動喫煙ゼロ そし １ 事業目的

て禁煙」推進事業 たばこによる健康被害を防止するため、禁煙支援、若い世

代の喫煙防止、受動喫煙防止の３つの観点から総合的なたば

１５，２２６千円 こ対策を行う。

○国 ６，５９９ ２ 実施主体 県

○諸 ２２

○一 ８，６０５ ３ 事業内容

（１）禁煙支援事業 １，７１８千円

喫煙率低減のため、出前講座等の実施による禁煙の動機

付けを行うほか、世界禁煙デーに合わせたキャンペーンや

フォーラムを開催する。

・健診時における働き盛り世代の喫煙者への啓発

・乳幼児集団健診時における家庭への保健指導等

（２）若い世代の喫煙防止事業 ７２３千円

若い世代の喫煙を防止するため、たばこによる健康被害

に関する正しい知識の普及や喫煙の習慣化防止に向けた取

組を行う。

・新規就職者等を対象とした啓発

・大学での講義実施やボランティアサークルを対象とし

た勉強会の開催

・副教材を活用した中学生とその保護者向けの啓発

（３）受動喫煙防止事業 １２，７８５千円

受動喫煙による健康被害を防止するため、受動喫煙を防

止する環境の整備を行う。

①望まない受動喫煙を防止する環境整備の推進

１，６７５千円

・労働局や商工団体等との連携による事業者等を対象と

した各種講習会等での法及び条例の周知徹底

・飲食店における受動喫煙対策実施状況調査の実施
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②受動喫煙防止対策支援事業費補助金

２，０００千円

従業員を雇用する既存小規模飲食店が店内禁煙とする

場合の改装等に要する費用に対する助成

・補助対象 壁紙・カーテン等の交換、喫煙所（室）の

撤去等

・補 助 率 ９／１０（上限 １００千円）

③受動喫煙防止条例に関する相談対応・指導

９，１１０千円

たばこによる健康被害に関する県民及び事業所等から

の問合せ・相談等への対応や、法・条例の措置内容に基

づく指導等を実施
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

がん対策総合推進事業 １ 事業目的

がん予防の推進やがん医療の質の向上等を図るため、がん

１２３，１３０千円 に関する情報の収集・提供やがん診療機能の強化、がん患者

に対する支援等を行う。

○国 ４７，８２６

○入 ２５８ ２ 実施主体 県、がん診療連携拠点病院等

○諸 ３，４８８

○一 ７１，５５８ ３ 事業内容

（１）がん登録推進事業 ８，２１８千円

［地域医療介護総合確 がん登録推進法に基づき、「全国がん登録」に関する事

保基金］ 務を実施する。

・委託先 （公財）秋田県総合保健事業団

・内 容 医療機関からの届出情報の審査・整理、登録

情報の国への提出や県内市町村・医療機関へ

の提供等

※全国がん登録

がんと診断されたすべての人のデータを国で一

つにまとめて集計・分析・管理する仕組み

（２）多目的コホート研究事業 ３，４８８千円

国立がん研究センターの委託を受け、生活習慣とがんな

どの病気との関係を明らかにするための疫学調査を実施す

る。

・実施地域 横手市

・内 容 血液試料及び健診データの収集等

（３）がん患者医療用補正具助成事業 ８，０７０千円

がん患者の就労や社会参画を支援するため、医療用補正

具の購入費用に助成した市町村に対し補助する。

・補 助 対 象 市町村

・助成限度額 ウィッグ １人当たり１５千円

乳房補正具 １人当たり１０千円
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（４）がん診療機能等強化事業 ９３，５００千円

地域がん診療連携拠点病院等のがん診療機能等の強化に

要する経費に対し補助する。

・補助基準額 １病院当たり８，５００千円

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）

・対 象 経 費 医療従事者研修、患者等への相談支援、

普及啓発等

（５）緩和ケア推進事業 ８００千円

県内のがん緩和ケア提供体制の強化を図るため、緩和ケ

アに携わる医療従事者等を対象とした研修会を開催する。

・委託先 秋田県緩和ケア研究会

・内 容 拠点病院の緩和ケア病棟等における実地研修

（６）在宅がん患者緩和ケア推進事業 ２５８千円

在宅がん患者等に対する緩和ケアの提供体制を整備する

ため、地域の医療従事者のスキル向上のための研修会等に

要する経費に対し補助する。

・補 助 対 象 各郡市医師会

・補助基準額 １２９千円×２地区

・補 助 率 ２／３

（７）がん患者団体活動支援事業 ４８４千円

がん患者や家族が抱える悩みや不安の解消を図るため、

相談や情報交換の場の提供等に取り組む、がん患者団体に

対し補助する。

・補 助 対 象 秋田県がん患者団体連絡協議会

きぼうの虹

・補助基準額 定額

・補 助 率 １０／１０

（８）がん対策推進計画進行管理費 ３５４千円

第３期秋田県がん対策推進計画を推進するため、情報収

集等を行う。
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（９）がん患者等の妊よう性温存支援事業 ２，７５８千円

がん患者等の妊よう性温存に係る相談ネットワークを構

築するとともに、その治療に要する費用に対し助成する。

①相談ネットワーク構築事業 ３７８千円

②妊よう性温存治療費助成事業 ２，３８０千円

・補 助 対 象 ４０歳以下・所得制限あり

・補助基準額 精子３０千円、卵子２００千円、受精

卵２００千円、卵巣組織５００千円

・補 助 率 １０／１０

※ 妊よう性温存治療

がん治療に伴う化学療法や放射線療法で生殖

機能が損なわれる前に、卵子、精子等を凍結保

存し、妊娠の可能性を残す治療のこと。

（10）がんゲノム医療促進事業 ５，２００千円

県民に対し、がんゲノム医療に関する正しい知識の普及

啓発、情報提供を行うとともに、がんゲノム医療提供体制

の整備に対し補助する。

①県民向けセミナーの開催 ２００千円

・委託先 国立大学法人 秋田大学

②○新秋田大学医学部附属病院がんゲノム診療センター

（仮称）の整備に対する補助 ５，０００千円

・補 助 対 象 秋田大学医学部附属病院

・補 助 率 １０／１０

・対 象 経 費 がんゲノム医療拠点病院の指定に必要

な器具・機材の購入費

※がんゲノム医療

がん患者の遺伝子変異を網羅的に調べ、その結

果に基づき、患者それぞれに最適な治療薬を処方

する治療のこと。
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

心はればれ県民運動推 １ 事業目的

進事業 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、民

学官の一層の連携強化により、自殺予防活動を展開する。

９６，４７９千円

２ 実施主体 県、市町村、秋田大学、民間団体等

○国 ６１，３９７

○諸 ２９ ３ 事業内容

○一 ３５，０５３ （１）地域自殺対策強化事業 ５２，８８９千円

①電話相談支援事業 ９，１３９千円

・「あきたいのちのケアセンター」による相談支援

②人材養成事業 ８８０千円

・心はればれゲートキーパー養成講座

委 託 先 秋田ふきのとう県民運動実行委員会

対 象 者 一般県民

③普及啓発事業 １，１４４千円

・ふきのとうホットラインのリーフレット等の啓発資料

作成

・地域振興局による関係機関ネットワーク会議や街頭キ

ャンペーン等

④地域自殺対策強化事業費補助金 ３８，５１７千円

・市町村、民間団体等による自殺予防活動に対する支援

補助対象

市町村（２５市町村） ２３，４０７千円

民間団体等（１５団体等） １５，１１０千円

主な事業内容

相談会の開催、相談窓口の設置、戸別訪問、サポ

ーター養成研修、交流サロン活動、街頭キャンペ

ーンの実施等

⑤地域自殺対策推進センター運営事業

３，２０９千円

・自殺対策連携推進員の配置による市町村等への支援

主な事業内容

自死遺族や自殺未遂者の相談支援、保健所や市町

村の取組支援等

（２）心の健康づくり推進事業 １７２千円

健康づくり審議会「心の健康づくり推進分科会」の開催
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（３）自殺予防県民運動推進事業 ２，７５１千円

「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」の事業活動に対

する補助

・対象経費 実行委員会の運営費及び研修会、県民運動

大会、街頭キャンペーン（９月､３月）等

（４）自殺未遂者支援事業 ７０８千円

自殺未遂者に対する地域の支援体制の構築に向けた関係

者会議及び研修会の開催

・対象者 医療関係者、消防、行政関係者等

（５）精神疾患に対する医療等の支援対策強化事業

７４８千円

自殺との関連が深い、うつ病等の精神疾患に関する相談

員や医療関係者の対応力向上を図るための研修会の開催

①精神疾患患者等への相談対応研修事業（１回）

２２６千円

・委託先 （一社）秋田県医師会

・対象者 相談機関の相談員、民生・児童委員等

②医療関係者向け精神疾患等対応研修事業（３回）

５２２千円

・開催場所 県北、中央、県南地区で各１回

・委 託 先 （一社）秋田県医師会

・対 象 者 医師及び看護師等

（６）○新ＳＮＳ相談支援事業 １３，１１７千円

ＳＮＳによる相談を実施する民間団体に対する補助

・補助対象 ＮＰＯ法人蜘蛛の糸

（７）○新秋田大学自殺予防センター（仮称）事業

２６，０９４千円

「民・学・官」の連携強化に向け、秋田大学が設置する

自殺予防センター（仮称）で実施する自殺対策の実践的研

究に対する補助

【主な事業内容】

①ＳＮＳを活用した高齢者支援

高齢者の孤立化を防ぐため、ＳＮＳを利用した高齢者

と学生の交流事業を実施し、その効果を検証する。

②勤労者のＷｅｂ調査

勤労者のメンタルヘルス調査をＷｅｂ上のアンケート

により定期的に追跡調査を行い、働き盛り世代の自殺リ

スク軽減策を検討する。
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③地域活動に関する調査

新型コロナウイルス感染症が、民間団体の自殺予防活

動に与えた影響を調査し、その分析に基づいた研修等に

よる活動支援を行う。

④ＳＯＳの出し方教育

ＳＯＳの出し方教育の実施、講師の育成及び教材の監

修等を行う。

⑤自殺未遂の救急患者に対する医療・保健の連携体制強化

自殺未遂により搬送された救急患者の心のケアを図る

ための対応訓練を実施する。

・開催回数 ２回

・対 象 者 救急救命に従事する医療関係者、消防、

行政係者等
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

妊娠・出産への健康づ １ 事業目的

くり支援事業 安心して妊娠・出産ができる環境づくりに向けて、総合的

な支援を行う。

１８３，６７５千円

２ 実施主体 県、市町村

○国 １３，３０１

○入 ６４，１１０ ３ 事業内容

○一 １０６，２６４ （１）母体健康増進支援事業 ５，０５３千円

①妊婦歯科健康診査事業

妊婦の健康の保持増進及びその経済的負担の軽減を図

るため、妊婦歯科健康診査に要する経費の一部を助成す

る。

・実 施 主 体 市町村

・対 象 回 数 １回

・補助基準額 ４，０００円

・補 助 率 １／２

②HTLV-1(ヒトＴ細胞白血病ウイルス)母子感染普及啓発

HTLV-1の母子感染の予防のため、医療従事者及び行政

の保健師を対象に研修会を開催する。

（２）幸せはこぶコウノトリ（不妊治療総合支援）事業

１４６，８７１千円

①不妊治療に要する治療費の助成

１４３，８６４千円

健康保険適用外である「特定不妊治療」に係る治療費

の一部を助成する。

・対象者 ４３歳未満（妻）及び配偶者（夫）

（事実婚夫婦も対象）

※夫婦合算所得７３０万円未満の所得制限

撤廃

※「特定不妊治療」とは、「体外受精」及び「顕微授精」をいう。

※「男性不妊治療」は、特定不妊治療の一環として精巣から精子

を採取するための手術を行った場合に助成。
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【参考（スキーム図）】

○助成回数は１子ごとに９回までとし、対象年齢は４３歳未満とする。

○初回治療における妻の年齢が４０歳以上の場合、３回まで助成する。

②不妊専門相談センターの運営等 ３，００７千円

不妊治療に関する情報を提供するとともに、医師、看

護師、助産師及び心理士が相談に応じる。

・委 託 先 国立大学法人 秋田大学

・相談体制 電話・面接・メール

（３）難聴児補聴器購入費助成事業 １，１４３千円

身体障害者手帳の交付対象とならない中軽度の聴覚障害

児の補聴器購入及び修理に要する経費の一部を助成する。

・実施主体 市町村

・対 象 者 中軽度の難聴児

（聴力レベル３０ｄＢ以上７０ｄＢ未満）

・補 助 率 １／３

（４）女性の健康支援事業 ７，８９７千円

女性健康支援センターにおいて、思春期から更年期に至

る女性を対象とした身体的・精神的な悩みに関する相談支

援を行う。

・委 託 先 ＮＰＯ法人ここはぐ

・相談体制 ＳＮＳ、Ｗｅｂ、電話、面接、産科受診同

行等

現行

5万 5万 5万 5万 5万

新制度（令和３年１月１日以降に終了した治療が対象）

６回 ３回

国② 国③ 国④ 国⑤ 国⑥ 県単⑦ 県単⑧ 県単⑨

15万 15万 15万 15万 15万 20万 20万 20万

最大９回 最大９回

第１子の出生のための治療 第２子の出生のための治療

出生 出生

国①
30万

国30万
最大6回まで

県単
⑦

30万

県単
⑧

30万

県単
⑨

30万

国30万
最大6回まで

県単
⑦

30万

県単
⑧

30万

県単
⑨

30万
・・・・

年間回数制限なし、通算助成期間制限 無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３歳未満を対象
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（５）妊娠・出産包括支援推進事業 １，７２９千円

①母子保健コーディネーター研修 ６１０千円

市町村が設置する子育て世代包括支援センターにおい

て中心的な役割を果たす母子保健コーディネーターを育

成する。

・委託先 秋田県助産師会

②母子保健連絡調整会議 ９９千円

保健所において母子保健の地域の課題について市町村

等と情報交換、事例検討及び研修を行う。

③プレパパスクール推進事業 １，０２０千円

父親が積極的に子育てに関わり、母親の産後うつや家

族の孤立・虐待を予防する講座等を開催する。

・内容 地域拠点ごとの両親学級・父親学級

父親同士のネットワークづくり支援 等

（６）安心できる出産支援事業 １９，９０２千円

①ウイルスに感染した妊産婦に対する寄り添い支援

５８０千円

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、退院後

助産師等が定期的な自宅への訪問や電話等により、寄り

添った支援を実施する。

・対 象 者 新型コロナウイルスに感染した妊産婦

・対象経費 リーフレット作成、主治医からの情報提供

に対する手数料、退院後にケア支援を行う

ための経費

②不安を抱える妊婦への分娩前のウイルス検査

１９，３２２千円

安心して出産できる環境を整備するため、希望する妊

婦等を対象としたＰＣＲ検査等を民間検査機関へ委託す

る。

・対象者 里帰りを含む県内で出産する妊婦

（７）○新不育症検査費用助成事業 １，０８０千円

先進医療における保険適用外の検査費用の一部を助成す

る。

・対 象 者 不育症治療者

・助 成 額 一回 ５万円を上限
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

新興感染症対策事業 １ 事業目的

エボラ出血熱、ペスト等の一類感染症や新型インフルエン

１２７，７９５千円 ザを含めた新興感染症の患者発生時において、迅速かつ確実

に対応するため、必要な医療資機材や受入病床の確保等を図

○国 １７，３４０ り、体制を強化する。

○一 １１０，４５５

２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）対策推進事業等 １，９８５千円

①発生動向調査事業 １８千円

・補助対象 未知なる感染症疑い患者について報告のあ

った疑似症定点医療機関への謝金

・対象経費 謝金（医療機関当たり月１千円）

②対策推進事業 １，９６７千円

・補助対象 新型インフルエンザ等対策のための体制の

整備

・対象経費 新興感染症部会や新型インフルエンザ地域

連絡会議にかかる謝金等、最新知識習得の

ための研修会参加旅費

（２）感染防御対策事業 ２７４千円

新興感染症に対応するため、保健所職員の防護具や消

毒薬の整備

（３）一類感染症対策事業 １２，８４２千円

・補助対象 秋田大学医学部附属病院

・対象経費 エボラ出血熱等の一類感染症の受入体制の

整備に要する経費

・補 助 率 運営費補助

１０／１０（国１／２、県１／２）

（４）抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業

９２，３４９千円

・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄に係る購入費

・期限切れ備蓄薬の廃棄費（委託）

・保管庫のエアコン点検費（委託）
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（５）○新市立秋田総合病院感染症病床設置事業

２０，３４５千円

・補助対象 市立秋田総合病院

・対象経費 新たな第二種感染症病床（４床）及び新型

インフルエンザ等患者受入病床（５床）の

整備に要する経費

・補 助 率 施設整備費補助

１０／１０（国１／２、県１／２）
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

地方独立行政法人秋田 １ 事業目的

県立病院機構支援事業 県民への医療サービスの向上を図るため、県立病院機構

が担う「救急医療」「高度医療」「精神医療」などの政策医

４,３５４,３３１千円 療や、脳・循環器疾患の医療提供体制の整備に要する経費

を交付するほか、循環器・脳脊髄センター既存棟の大規模

○入 ２５４,３２３ 修繕工事等に要する経費を補助する。

○一 ４,１００,００８

２ 事業内容

［地域医療介護総合確 （１）秋田県立病院機構運営費交付金

保基金］ ３,８２０,０７４千円

①循環器・脳脊髄センター ２,２０９,３６３千円

○脳・循環器疾患分野 １,７５２,４１８千円

・救急・高度医療に要する経費 979,295千円

・研究部門に要する経費 621,808千円

・病院の建設改良に要する経費等 151,315千円

○病棟増築等に要する経費 ４５６,９４５千円

・増築等に係る借入金の償還金 456,945千円

②リハビリテーション・精神医療センター

１,６１０,７１１千円

・リハビリテーション医療に要する経費 95,021千円

・精神・高度医療に要する経費 857,927千円

・病院の建設改良に要する経費等 657,763千円

（２）循環器・脳脊髄センター施設整備費補助金

２５４，３２３千円

・補 助 率 循環器病床(50床)
×

１

増築棟の急性期病床(86床) ２

（３）共済費負担金 ２７９，９３４千円

地方公務員等共済組合法に基づく負担

対象経費 事業費 補助額

新棟附帯工事（外構工事） 93,843千円 27,280千円

既存棟大規模修繕工事（完成払） 781,030千円 227,043千円

合  計 874,873千円 254,323千円
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

政策的医療関係施設運 １ 事業目的

営費補助事業 高度な救急医療の提供により、県民が安心して暮らせる社

（○新高度救命救急セ 会を形成するため、高度救命救急センターの運営を支援する。

ンター運営費補助事

業） ２ 事業内容

救急医療の中核を担う高度救命救急センターの運営に要す

４７，６２３千円 る経費に対して補助する。

・補助先 秋田大学医学部附属病院

○国 ２３，８１１ ・基準額 ７１，４３５千円

○一 ２３，８１２ ・補助率 ２／３（国１／３、県１／３）

・補助額 ４７，６２３千円

○センターの概要（予定）

（１）運営開始時期 令和３年４月１日

（２）病床数 ２０床

ＩＣＵ １６床

その他専用病床 ４床

（３）診療体制 医師数（専従） ２４名

（センター責任者１名を含む。）

（４）主な取組 高度な救急医療の提供

ドクターカーの運用

人材育成

※国の基準を満たす施設としては、秋田赤十字病院（救

命救急センター）に次いで県内で２番目

【参考】高度救命救急センターとは

・救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を有す

る施設

・令和２年４月１日現在で、全国に４３施設
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

在宅医療推進支援事業 １ 事業目的

（医業承継支援事業） 地域において診療所の減少が見込まれる中、在宅医療の担

い手である診療所の機能維持・確保を図るため、医業承継に

１５,１５１千円 関する取組に対して支援を行う。

○入 １５,１５１ ２ 実施主体 （一社）秋田県医師会

[地域医療介護総合確 ３ 事業内容

保基金] 後継者を必要としている診療所と地域医療への従事を希望

する医師とのマッチングを行うほか、専門家による承継に向

けた様々なサポートを実施する。

・補助率 １０／１０

Ａターンサポートセンター

県内診療所 承継 対  
考え方を調査

(例)
・希望する承継時期
・承継する上で、重要に考えて
 いること(従業員の雇用、地域
  診療所機能の維持など)
・承継する上で不安 、疑問な点

県内診療所

全国の医師

登録

開業希望医
を探す

　マッチング・
　面談 行  
（1 3 月）

  引き継ぎ・
  協働期間
（半年 1年）

登録

ニーズ調査

承継
マッチング

◎承継 成立  

令和２年度 令和３年度 

承継の
成立

マッチングを活性化するための取組　　　

①周知セミナー

③医師へのＰＲ

⑤個別相談会　　　

②承継に関する相談窓口の開設　　
登録システム

（ホームページ）

○専門家によるサポート
（法務・税務）

ホームページの制作

１月 ３月 ６月

構想・基本設計 制作作業

スケジュール

登録 生活面
の支援

●暮らしの情報提供

●市町村による移住後のサポート

【県内】　　　

【県外】　　　

④個別訪問　　　

（医業継承支援事業のイメージ図）
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(医療機関１施設当たり)

事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

医療ネットワーク推進 １ 事業目的

事業 秋田県医療連携ネットワークシステム（あきたハートフル

（○新医療連携ネット ネット）の機能強化を支援し、ネットワークの安定的な運用

ワークシステム機能強 と更なる拡大を図る。

化事業）

２ 事業内容

３７４，１０９千円 （１）システムの機能強化に係る支援 ７３，０１２千円

・補助先 （一社）秋田県医師会

○入 ３７４，１０９ ・補助率 １０／１０

［地域医療介護総合確 （２）中核病院のネットワーク機器の更新等に係る支援

保基金］ ２９１，０００千円

・補助先 地域の中核病院（１２施設）

・基準額 ①２５，０００千円

②３６，０００千円

※ネットワークシステムと電子カルテのメーカ

ーが同一の場合は①、異なる場合は②

・補助率 ３／４

・補助額 ①７５，０００千円（４施設分）

②２１６，０００千円（８施設分）

（３）診療所等のネットワーク機器の更新等に係る支援

４，０４７千円

・補助先 （一社）秋田県医師会（診療所等６５施設）

・基準額 ８３千円（医療機関１施設当たり）

・補助率 ３／４

（４）データセンター等のネットワーク機器の撤去委託

６，０５０千円

○機能強化について

独自に開発した現行システムを全国標準モデルへ移

行することにより、主に次のような機能強化を図る。

・標準化によるシステム運用面の向上

・他地域のネットワークとの連携可能性の拡大

・データセンター機器の撤廃による運用コストの削減

※上記取組に併せて、各医療機関に設置されているネ

ットワーク機器の更新も実施する。
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※あきたハートフルネットとは

県内の病院や診療所間で、患者の診療情報を安全か

つ簡便に共有できるネットワークシステムとして、平

成２６年度に運用を開始（運営は秋田県医師会）。

医療機関間の情報伝達や連携がスムーズになるため、

転院時などにおける医療の継続性、検査や投薬の重複

防止など、効率的で質の高い医療の提供に資する。

○参加医療機関 ７７施設

51



事 業 概 要

医 療 人 材 対 策 室

事 業 名 内 容

医師地域循環型キャ １ 事業目的

リア形成支援システ 医師の増加と地域偏在の是正に向け、医師が大学と地域の病

ム推進事業 院等を循環しながら研鑽を積みキャリア形成ができる体制を構

築することにより、医師の県内定着を図る。

４６６,４３８千円

２ 事業内容

○入 １９６,２９５ （１）地域医療従事者医師修学資金等貸与事業

○諸 １９,５００ ３３０,３７８千円

○一 ２５０,６４３ 県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする医学

生等に対し、修学資金を貸与する。

［地域医療介護総合 区 分 貸与月額 新 規 継 続

確保基金］ 地 域 枠 100･150千円 29人 124人

医学 生 市町村振興枠 100･150千円 終了 26人

元 気 枠 200千円 5人 3人

大学院生 300千円 募集停止 1人

合 計 34人 154人

※地域枠、市町村振興枠の貸与月額は自宅通学者が100千円、

自宅外通学者が150千円

※岩手医科大学（新規２人）と東北医科薬科大学（新規７人、

継続４人）の医学生に対しては、別途修学資金を貸与（東北

で育てる秋田の医師養成事業）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     令和２年度　修学資金貸与の状況

（R3年1月現在）

医　学　生

県内
地域枠

全国
地域枠

一般枠
市町村
振興枠

ふるさと
元気枠

岩手医
科大枠

東北医
薬大枠

貸与期間中 122 25 0 28 7 0 4 1 187

新　規 29 0 0 0 0 4 0 33

継　続 93 25 28 7 0 0 1 154

返還猶予中 7 0 0 3 0 0 0 4 14

義務履行中 109 19 9 6 26 0 0 2 171

35 7 0 3 5 0 0 50

勤　務 74 12 9 3 21 0 0 2 121

(25) (6) (1) (0) (9) (0) (0) (2) 43

238 44 9 37 33 0 4 7 372

臨床研修

（うち知事指定）

計

大学院生 計
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（２）あきた医師総合支援センター運営事業

５１,５５７千円

修学資金貸与医師等の若手医師に対する地域循環型キャリ

ア形成支援システムの推進等を実施する。

①運営体制 県と秋田大学が共同で運営

②事業内容

【大学】・地域循環型キャリア形成支援システムの推進

・最新の知識や技術に関する研修等の実施

・男女共同参画の推進、女性医師の支援 等

【 県 】・ドクターバンクによる医師の紹介

・修学資金貸与医師の配置調整 等

（３）地域循環・若手医師・女性医師支援学講座設置事業

６５,０００千円

秋田大学に設置した寄附講座において、医師少数区域等で

勤務する若手医師・女性医師の指導を行うとともに、勤務負

担軽減を図るほか、医師少数区域等の中核的医療機関等で常

勤の専門医が不足している診療科に係る専門的診療応援を行

うことにより、医師不足や地域偏在の解消に向けた研究を行う。

・教員 ７人（医師）

（４）地域偏在改善に向けた地域医療実習支援事業

１６,０００千円

地域医療に従事することの意義を理解し、医師少数区域等

で積極的に勤務する意欲を持った医師を養成するため、秋田

大学医学生の実習を受け入れる医療機関に対し、実習受入経

費の一部を助成する。

①補助対象 医師少数区域等の実習受入医療機関

②対象経費 医療機関が負担する実習受入経費

③積 算 月額８万円×１０月×２０医療機関

④補 助 率 １０／１０

（５）○新総合的な診療能力を持つ医師養成支援事業

３,５０３千円

秋田大学に設置された「総合診療医センター」と連携して、

将来、本県での従事が見込まれる東北医科薬科大学や自治医

科大学等の県外医学生に対して、総合的な診療能力を持つ医

師の養成に係る卒前教育を支援する。

・県外医学生を対象とした地域医療実習の開催

・秋田大学医学生と県外医学生合同のシンポジウム等の開催
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※総合診療医センター

秋田大学が、国の事業を活用して取り組む総合診療医

養成の中心的役割を担う拠点として、秋田大学医学部附

属病院内に令和３年２月に設置した機関。

＜取組概要＞

①卒前・卒後一貫したプログラムによる総合的な診療

能力を持つ医師の養成

②県内外と連携した広域ネットワークの構築
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事 業 概 要

医 療 人 材 対 策 室

事 業 名 内 容

医療従事者養成事業 １ 事業目的

（○新 病院で働く医 看護職員や薬剤師等、病院で不足している医療従事者につい

療従事者確保支援事 て、特に、中小病院における従事者確保に向けた取組を支援し、

業） 県全体の医療人材の充足を図る。

１０，１８７千円 ２ 実施主体 県

○一 １０，１８７ ３ 事業内容

（１）就職支援サイト掲載補助事業 ６，０００千円

県外の医療従事者や県内外の医療系学生に向けて、県内医

療機関の魅力や求人情報を周知する就職支援サイトへの掲載

に要する経費を補助する。

・対 象 ２００床未満の病院

・対象経費 就職支援サイト掲載経費

・積 算 ３００千円×２０施設

・補 助 率 １／２

（２）合同病院説明会補助事業 ２，５００千円

県外の医療従事者や県内外の医療系学生を対象に開催され

る病院合同説明会への参加に要する費用を補助する。

・対 象 ２００床未満の病院

・対象経費 合同説明会参加経費

・積 算 １２５千円×２０施設

・補 助 率 １／２

（３）病院見学・実習受入補助事業 １，５００千円

県外の医療系大学や看護師養成所に在籍する学生を対象に、

県内医療機関が実施する進路相談会や見学会、実習の受入に

要する費用を補助する。

・対 象 病院

・対象経費 病院見学・実習受入経費

・積 算 １００千円×１５施設

・補 助 率 １／２

（４）事務費 １８７千円
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【議案第７１号関係】

秋田県社会福祉事業団への県有社会福祉施設の無償貸付けについて

長 寿 社 会 課

障 害 福 祉 課

１ 目 的

行財政改革の一環として、県有社会福祉施設について、県の役割を見直し、

自立した運営形態への転換を進める。

２ 経 緯

平成２８年度以降、南部老人福祉総合エリア内の養護老人ホーム、軽費老

人ホーム及び心身障害者コロニーの３施設は、５年間の無償貸付とし、施設

の運営方法等について、事業団と協議を継続しながら、令和２年度に改めて

令和３年度以降の取扱を検討することとしていた。

３ 無償貸付財産

施設名 所在地 貸付する財産 貸付期間

南部老人福祉総合エリア 横手市 建物 2,098.94㎡ R3.4.1～

養護老人ホーム R8.3.31

南部老人福祉総合エリア 横手市 建物 2,470.39㎡

軽費老人ホーム

心身障害者コロニー 由利本荘市 土地 1,139,211.09㎡ R3.4.1～

建物 34,469.75㎡ R8.3.31

立木 3,189本

工作物 一式

４ 無償貸付施設の今後の方針

貸付期間を５年間とし、令和８年度以降については、それぞれの施設のあ

り方について譲与等の可能性も含め検討する。
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【議案第５８号関係】

秋田県受動喫煙防止条例の一部を改正する条例案の概要

健康づくり推進課

１ 改正理由

食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経

過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号）による食品衛生法施行令（昭和

２８年政令第２２９号）の一部改正により、所要の規定の整備を行う必要があ

る。

２ 改正内容

引用している食品衛生法施行令の条項等を改めることとする。（第１１条関

係）

３ 施行期日等

 この条例は、令和３年６月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋
田
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

第
十
一
条

第
二
種
施
設
の
う
ち
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
十
一
条

第
二
種
施
設
の
う
ち
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
飲
食
店
営
業

第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
飲
食
店
営
業
又
は
同
条

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
設
備
を
設

第
二
号
に
掲
げ
る
喫
茶
店
営
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
設
備
を
設

け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
が
行
わ
れ
る
も
の
の
管
理
権
原
者
は
、
当
該

け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
が
行
わ
れ
る
も
の
の
管
理
権
原
者
は
、
当
該

施
設
に
喫
煙
専
用
室
、
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
及
び
喫
煙
可
能
室
を
設
置

施
設
に
喫
煙
専
用
室
、
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
及
び
喫
煙
可
能
室
を
設
置

し
な
い
場
合
は
、
当
該
施
設
の
主
た
る
出
入
口
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
当
該

し
な
い
場
合
は
、
当
該
施
設
の
主
た
る
出
入
口
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
当
該

施
設
の
屋
内
の
場
所
に
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
な
い
旨
を
記
載

施
設
の
屋
内
の
場
所
に
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
な
い
旨
を
記
載

し
た
標
識
を
掲
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
標
識
を
掲
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略
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【議案第５９号関係】

秋田県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案の概要

医 務 薬 事 課

１ 改正理由

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和元年法律第６３号）による医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）の一部改正

により、地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定を受けようとする者から

手数料を徴収する必要がある。

２ 改正内容

地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定を受けようとする者から手数料

を徴収することとし、その額を１件につき１１，０００円とすることとする。

（別表関係）

３ 施行期日等

 この条例は、公布の日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋
田
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

区
分

手
数
料
の
額
（
一

区
分

手
数
料
の
額
（
一

件
に
つ
き
）

件
に
つ
き
）

一
・
二

略

略

一
・
二

略

略

二
の
二

法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一
万
千
円

地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請

二
の
三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一
万
千
円

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
の
申
請

三
～
四
十
七

略

三
～
四
十
七

略

略
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